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グループ会社社員による不正行為の疑いについてのお知らせ 
 

この度、当社のグループ会社であるBRAND OFF LIMITED社員により不正行為が行われていた疑い

があることが発覚いたしました。BRAND OFF LIMITEDは、2019年12月3日付で当社のグループ会社

となりました株式会社Ｋ－ブランドオフの香港子会社であります。 

 当社グループ会社においてこのような事態が生じましたことにより、お客様、株主の皆様なら

びに関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げ

ます。 

なお、現在、本件の事実関係の解明に鋭意取り組んでおりますが、現時点で判明している内容

及び今後の対応につきましては、下記の通りであります。 

 

記 

 

１．不正行為の疑いの概要  

  現在判明しております不正行為の疑いの概要は、BRAND OFF LIMITED社員が、経理担当として

の立場を利用し、同社の資金を着服していたとの本人の申告に基づくものであり、2020年1月22

日、当社内部監査担当者等による臨店の際のヒアリングにより発覚したものであります。なお、

その合計金額は約１億円の見込みであります。 

  

２．当社の対応について 

  当社は、すでに社外取締役（監査等委員）を中心に調査委員会を立ち上げ、調査を進めてお

りますが、今後、社外の法律及び会計の専門家の協力のもと、事実関係の解明を進めてまいり

ます。 

  なお、調査委員会では、①本件に関する事実関係の確認、②本件による当社連結財務諸表等

への影響額の確認、③類似事案の調査と確認、④本件が生じた原因の分析と再発防止策の提言、

⑤その他、調査委員会が必要と認めた事項等について調査を進めてまいります。 

  調査が終了し、事実関係及び会社の損害額が判明した段階で、関係者に対する必要な措置を

決定するとともに、再発防止策を策定し、併せてご報告いたします。 

  また、当期の業績に与える影響または、影響を及ぼす期間等につきましては、現在判明して

おりませんが、調査委員会による事実関係の解明に伴う損害額が判明次第、適時開示させてい

ただきます。 

  なお、2020年 3月期第３四半期の決算発表につきましては、2020年 2月 10日を予定してお

り、現時点での変更はございませんが、調査の状況等により、万一日程等を変更する場合は、

確定次第報告させていただきます。 



 

  

   

 

 当社といたしましては、このような事態が発生したことを厳粛に受け止め、調査結果を改めて

ご報告させていただくとともに、クループ管理体制の見直し、強化を行い、再発防止に向け、当

社を含むグループ全体で取り組んでまいる所存であります。 

 今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

以上 


